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序
章

本
書
の
視
点

だ
い
じ
ょ
う
て
ん
の
う

本
書
は
主
に
八
〜
十
世
紀
の
古
代
天
皇
制
を
、
太
上
天
皇
の
存
在
を
主
軸
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
太
上
天
皇
と
は
譲

ぎ
せ
い
り
ょ
う

位
し
た
前
天
皇
の
こ
と
で
あ
り
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
の
大
宝
律
令
制
定
に
際
し
て
、「
儀
制
令
」
天
子
条
に
「
太
上
天
皇
。
譲
位

帝
所
�称
」
と
条
文
化
さ
（
1
）

れ
た
。
退
位
し
た
君
主
の
存
在
を
基
本
法
内
に
規
定
し
、
恒
常
的
な
存
在
を
想
定
し
た
の
は
、
古
代
日
本
が

規
範
と
し
た
中
国
に
も
見
ら
れ
ず
、
日
本
の
特
色
で
あ
る
。
そ
し
て
王
位
継
承
が
君
主
の
生
前
譲
位
に
拠
る
こ
と
も
、
世
界
史
上
に

お
い
て
類
例
は
少
（
2
）

な
い
。

そ
の
た
め
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
前
君
主
で
あ
る
太
上
天
皇
と
、
天
皇
の
間
で
、
そ
の
処
遇
や
権
限
を
め
ぐ
っ
て

問
題
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
譲
位
の
慣
習
は
、
や
が
て
中
世
以
降
の
院
政
と
い
う
太
上
天
皇
と
天
皇
の
二
重

権
力
状
態
を
生
み
出
す
。
し
た
が
っ
て
、
太
上
天
皇
の
存
在
意
義
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
古
代
日
本
の
天
皇
制
の
特
色
を
解
明
す
る

こ
と
で
も
あ
り
、
ま
た
中
世
以
降
の
院
政
と
の
対
比
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
一
節

八
世
紀
の
問
題

通
常
君
主
が
生
前
に
譲
位
し
た
場
合
、
君
主
と
し
て
の
権
力
は
放
棄
さ
れ
る
。
し
か
し
日
本
の
太
上
天
皇
の
場
合
は
、
譲
位
し
て

3



こ
う
け
ん

も
次
期
天
皇
へ
の
影
響
力
は
保
持
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
八
世
紀
の
孝
謙
太
上
天
皇
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
従
来

こ
う
し
た
事
例
か
ら
、
太
上
天
皇
は
天
皇
と
同
等
の
（
3
）

権
能
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
と
の
理
解
が
通
説
化
し
て
い
た
。
し
か
し
太
上
天

皇
が
制
度
的
に
天
皇
の
権
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
と
、
実
際
の
状
況
に
よ
っ
て
天
皇
と
並
ぶ
権
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
区
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
、
こ
の
通
説
に
疑
問
を
持
つ
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
律
令
条
文
中
に
譲
位
し
た
君
主
の
存
在
を
認
め
た
理

由
、
さ
ら
に
太
上
天
皇
が
天
皇
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使
す
る
背
景
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
日
本
に
お
け
る
太
上
天
皇

の
存
在
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。

戦
後
の
古
代
太
上
天
皇
に
関
す
る
本
格
的
論
考
は
、
一
九
六
五
年
の
岸
俊
男
「
元
明
太
上
天
皇
の
崩
御
」（『
日
本
古
代
政
治
史
研

こ
げ
ん

究
』
塙
書
房
、
一
九
六
六
年
所
収
）
に
始
ま
る
。
岸
氏
は
、
養
老
五
年
（
七
二
一
）
の
元
明
太
上
天
皇
の
崩
御
に
際
し
て
固
関
が
行
わ
れ

た
事
例
か
ら
、
太
上
天
皇
の
権
力
の
高
さ
を
指
摘
し
、
八
世
紀
に
お
け
る
太
上
天
皇
の
地
位
に
着
目
し
た
。
岸
氏
以
前
は
、
太
上
天

皇
の
存
在
は
中
世
以
降
の
院
政
の
萌
芽
形
態
と
し
て
理
解
（
4
）

さ
れ
、
古
代
国
家
機
構
の
中
に
太
上
天
皇
を
位
置
づ
け
る
視
点
が
希
薄
で

あ
っ
た
。
そ
の
点
で
岸
氏
の
論
文
は
古
代
太
上
天
皇
研
究
の
先
鞭
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
一
九
七
八
年
以
降
、
宮
内
庁
書
陵

部
編
『
皇
室
制
度
史
料

太
上
天
皇
』
が
全
三
巻
で
刊
行
さ
れ
、
太
上
天
皇
関
係
の
史
料
を
通
史
的
か
つ
網
羅
的
に
見
通
す
環
境
が

整
っ
た
。

続
い
て
一
九
九
〇
年
に
、
春
名
宏
昭
氏
が
「
太
上
天
皇
制
の
成
立
」（『
史
学
雑
誌
』
九
九
―
二
、
一
九
九
〇
年
）
を
発
表
し
た
。
春

名
氏
は
「
権
力
」
と
「
権
能
」
の
差
異
に
着
目
し
て
古
代
国
家
に
お
け
る
太
上
天
皇
の
位
置
づ
け
を
精
緻
に
検
討
し
た
。
現
在
の
太

上
天
皇
に
対
す
る
理
解
・
議
論
は
、
春
名
氏
の
論
を
前
提
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
春
名
氏
は
唐
制
の
分
析
か
ら
、
退
位
し
た
皇
帝
に

は
臨
時
に
置
か
れ
る
「
太
上
皇
」
と
「
太
上
皇
帝
」
の
二
種
類
が
あ
り
、「
太
上
皇
帝
」
の
場
合
に
皇
帝
と
し
て
の
大
権
を
行
使
で

き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
の
場
合
は
恒
常
的
な
存
在
が
想
定
さ
れ
る
太
上
天
皇
が
、
天
皇
大
権
を
掌
握
す
る
人
格
で
あ
っ
た

へ
い
ぜ
い
だ
い
じ
ょ
う
て
ん
の
う

へ
ん

く
す
こ

へ
ん

と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
太
上
天
皇
の
あ
り
方
は
平
城
太
上
天
皇
の
変
（
薬
子
の
変
）
に
よ
っ
て
終
焉
を
迎
え
た
と
し
た
。
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春
名
氏
の
研
究
は
唐
制
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
日
本
の
太
上
天
皇
制
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
制
度
的
側
面
の
論
考
に

も
及
ん
だ
画
期
的
な
論
文
で
あ
る
。
し
か
し
太
上
天
皇
を
天
皇
大
権
を
掌
握
す
る
、
天
皇
と
同
格
の
存
在
と
す
る
点
に
は
従
い
難
い
。

春
名
氏
の
論
に
対
す
る
批
判
は
本
書
第
二
部
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
唐
制
の
分
析
結
果
を
日
本
の
制
度
に
そ
の
ま
ま
敷
延
す
る
点
に

問
題
が
あ
り
、
太
上
天
皇
制
導
入
に
対
す
る
根
本
的
意
義
の
考
察
が
欠
け
て
い
る
と
考
え
る
。

そ
の
後
、
同
じ
く
一
九
九
〇
年
に
仁
藤
敦
史
氏
が
「
古
代
に
お
け
る
都
城
と
行
幸
―
―
「
動
く
王
」
か
ら
「
動
か
な
い
王
」
へ
の

変
質
―
―
」（『
古
代
王
権
と
都
城
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
所
収
）
を
発
表
し
、
続
い
て
一
九
九
〇
年
の
「
律
令
制
成
立
期
に
お
け

る
太
上
天
皇
と
天
皇
」、
一
九
九
六
年
の
「
太
上
天
皇
制
の
展
開
」（
い
ず
れ
も
『
古
代
王
権
と
官
僚
制
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
）

を
発
表
す
る
。
こ
こ
で
仁
藤
氏
は
、
太
上
天
皇
は
天
皇
と
同
等
の
政
治
権
力
を
譲
位
後
も
留
保
す
る
と
し
つ
つ
、
春
名
氏
と
は
異
な

り
「
単
に
天
皇
大
権
を
掌
握
す
る
人
格
を
天
皇
以
外
に
も
う
一
人
作
り
出
す
こ
と
で
は
な
い
」
と
し
て
、
太
上
天
皇
と
天
皇
は
「
権

威
と
権
力
」
の
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
と
し
た
。

ま
た
筧
敏
生
氏
は
一
九
九
一
年
の
「
古
代
王
権
と
律
令
国
家
機
構
の
再
編
―
―
蔵
人
所
成
立
の
意
義
と
前
提
―
―
」（『
古
代
王
権

と
律
令
国
家
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
に
改
題
所
収
）
で
、
太
上
天
皇
の
存
在
を
律
令
国
家
に
と
っ
て
の
「
矛
盾
」
と
捉
え
る
と
と
も

に
、
太
上
天
皇
の
天
皇
的
な
行
為
の
淵
源
を
律
令
法
で
は
な
く
「
前
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
」
に
求
め
る
。

そ
し
て
齋
藤
融
氏
は
一
九
九
二
年
の
「
太
上
天
皇
管
見
」（
黛
弘
道
編
『
古
代
国
家
の
歴
史
と
伝
承
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
所
収
）

で
、
太
上
天
皇
は
律
令
上
に
お
い
て
、
身
位
は
天
皇
に
准
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
権
能
を
保
障
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と

り
ょ
う
の
し
ゅ
う
げ

こ

き

指
摘
し
、
さ
ら
に
『
令
集
解
』
古
記
に
太
上
天
皇
に
関
す
る
記
述
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
か
ら
「
大
宝
令
」
に
お
け
る
太
上
天

皇
規
定
の
存
在
を
疑
問
視
（
5
）

し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
古
代
に
お
け
る
太
上
天
皇
の
研
究
は
著
し
く
進
展
し
た
。
そ
の
後
は
、
こ
れ
ら
の
研
究

を
基
盤
と
し
て
さ
ら
に
個
別
的
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
石
野
雅
彦
「
詔
勅
か
ら
み
た
奈
良
時
代
の
太
上
天
皇
」（『
国
史
学
』
一

序章 本書の視点
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五
七
、
一
九
九
五
年
）
や
、
山
本
崇
「
宇
多
院
宣
旨
の
歴
史
的
前
提
」（『
古
文
書
研
究
』
四
八
、
一
九
九
八
年
）
は
文
書
発
給
過
程
か
ら

太
上
天
皇
の
位
置
づ
け
を
論
じ
、
橋
本
義
則
「
天
皇
宮
・
太
上
天
皇
宮
・
皇
后
宮
」（
吉
川
真
司
・
大
隅
清
陽
編
『
展
望
日
本
歴
史
6

律
令
国
家
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
所
収
。
初
出
一
九
九
四
年
）
は
発
掘
調
査
の
成
果
に
よ
る
太
上
天
皇
宮
の
構
造
か
ら
、
天
皇
と

太
上
天
皇
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
本
書
は
ま
ず
、
八
世
紀
（
奈
良
時
代
）
全
般
の
太
上
天
皇
の
存
在
意
義
を
考
察
す
る
。
手
法
と

せ
ん
み
ょ
う

し
て
奈
良
時
代
の
諸
天
皇
の
譲
位
・
即
位
宣
命
の
分
析
（
6
）

か
ら
、
太
上
天
皇
出
現
の
意
義
を
見
出
し
、
ま
た
八
世
紀
の
皇
位
継
承
の

く
さ
か
べ
こ
う
と
う

基
調
で
あ
る
草
壁
皇
統
の
存
在
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
上
天
皇
と
皇
位
の
正
当
性
の
保
証
と
い
う
関
係
を
導
き
出
し
、
九

世
紀
以
降
の
太
上
天
皇
の
変
化
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
。
従
来
は
太
上
天
皇
の
地
位
の
変
化
は
、
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
の
平

城
太
上
天
皇
の
変
（
薬
子
の
変
）
に
求
め
て
い
た
。
本
書
は
、
そ
の
変
化
の
画
期
を
桓
武
天
皇
の
登
場
に
求
め
、
平
城
太
上
天
皇
の

変
は
桓
武
天
皇
の
出
現
に
よ
っ
て
変
化
し
た
太
上
天
皇
の
地
位
の
矛
盾
が
顕
在
化
し
た
事
例
と
し
て
理
解
す
る
。
ま
た
、
従
来
太
上

天
皇
が
天
皇
と
同
等
の
権
能
を
有
す
る
好
例
と
さ
れ
て
き
た
孝
謙
太
上
天
皇
の
事
例
を
、
皇
帝
尊
号
の
意
義
か
ら
考
察
し
、
そ
の
特

殊
性
を
指
摘
す
る
。

第
二
節

九
世
紀
以
降
の
問
題

九
世
紀
以
降
の
平
安
期
の
太
上
天
皇
に
関
し
て
は
、
平
城
太
上
天
皇
の
変
（
薬
子
の
変
）
や
、
嵯
峨
太
上
天
皇
の
問
題
、
宇
多
太

ご
い
ん

上
天
皇
の
「
院
政
」、
後
院
の
構
成
な
ど
個
々
の
問
題
に
関
す
る
論
考
は
多
く
、
い
ず
れ
も
嵯
峨
太
上
天
皇
以
来
の
太
上
天
皇
は

「
天
皇
家
の
家
父
長
」
で
あ
る
と
の
前
提
が
（
7
）

あ
る
。
し
か
し
平
安
時
代
全
体
を
見
通
し
た
研
究
は
少
（
8
）

な
く
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
春

名
宏
昭
氏
が
「
平
安
期
太
上
天
皇
の
公
と
私
」（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
〇
―
三
、
一
九
九
一
年
）
で
九
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
ま
で
を
通
し
て

扱
っ
て
お
り
、
ま
た
佐
藤
長
門
氏
が
「
古
代
天
皇
制
の
構
造
と
そ
の
展
開
」（『
日
本
古
代
王
権
の
構
造
と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

6



九
年
所
収
。
初
出
二
〇
〇
一
年
）
に
お
い
て
、
皇
太
后
や
幼
帝
と
の
関
係
な
ど
か
ら
、
一
〇
世
紀
ま
で
の
展
開
を
見
通
し
て
い
る
。

ぼ
こ
う

平
安
時
代
の
天
皇
を
取
り
巻
く
血
縁
集
団
の
研
究
は
、
外
戚
藤
原
氏
に
よ
る
摂
政
・
関
白
の
職
掌
の
解
明
に
加
え
て
母
后
に
注
目

す
る
研
究
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
（
9
）

な
り
、
多
角
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
に
関
し
て

は
、
平
城
太
上
天
皇
の
変
（
薬
子
の
変
）
で
影
響
力
が
後
退
し
た
と
の
理
解
が
強
く
尾
を
引
き
、
国
家
機
構
の
中
に
位
置
づ
け
る
研

究
に
乏
し
い
。
し
か
し
平
城
太
上
天
皇
の
変
（
薬
子
の
変
）
に
よ
っ
て
影
響
力
が
後
退
し
た
と
は
い
え
、
太
上
天
皇
は
天
皇
経
験
者

に
し
て
天
皇
の
父
や
兄
で
（
10
）

あ
り
、
国
政
や
皇
位
継
承
に
一
定
の
影
響
力
を
保
ち
続
け
た
。
従
っ
て
、
平
安
時
代
に
お
け
る
太
上
天
皇

の
位
置
づ
け
を
見
直
す
こ
と
は
必
要
で
あ
り
、
外
戚
藤
原
氏
に
よ
る
摂
関
制
と
の
関
係
と
併
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
書
第
三
部
で
は
、
九
世
紀
前
半
か
ら
始
ま
り
、
十
世
紀
以
降
の
摂
関
期
に
い
た
る
過
程
を
見
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代

の
太
上
天
皇
の
位
置
づ
け
が
父
子
間
の
関
係
に
移
行
し
、
そ
れ
が
次
第
に
摂
関
政
治
に
収
斂
さ
れ
る
過
程
を
た
ど
る
。
本
書
は
、
こ

れ
ま
で
太
上
天
皇
と
し
て
の
行
動
が
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
清
和
太
上
天
皇
の
存
在
に
注
目
し
て
、
幼
帝
・
藤
原
氏
と
太
上
天
皇
と
の

じ
ょ
う
ひ
ょ
う

関
係
を
論
ず
る
。
ま
た
特
に
上
表
と
い
う
行
為
に
着
目
し
て
天
皇
と
太
上
天
皇
の
関
係
、
そ
し
て
群
臣
と
天
皇
・
太
上
天
皇
と
の

関
係
を
考
察
す
る
。

こ
れ
ま
で
上
表
は
、
美
文
を
駆
使
す
る
形
式
的
・
儀
礼
的
な
行
為
と
さ
れ
、
そ
の
意
義
を
重
視
す
る
研
究
は
少
な
か
っ
た
。
し
か

し
、「
美
文
」
も
ま
た
一
定
の
論
理
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
儀
礼
的
」
行
為
も
ま
た
国
家
内
の
秩
序
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
上
表
の
内
容
や
儀
礼
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
・
太
上
天
皇
・
臣
下
間
の
意
思
確
認
や
合

意
形
成
の
姿
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
上
表
を
視
点
に
据
え
た
考
察
の
過
程
に
お
い
て
、
平
安
時
代
の
皇
位

そ
く
い
か
ん
じ
ん

継
承
に
際
し
て
見
ら
れ
る
公
卿
上
表
に
よ
る
即
位
勧
進
か
ら
、
群
臣
の
上
表
と
皇
位
継
承
の
関
係
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
十
世
紀

の
摂
関
期
以
降
上
表
に
よ
る
皇
位
継
承
の
意
義
が
消
滅
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
天
皇
を
支
え
る
貴
族
層
の
性
格
の
変
容
を
明

ら
か
に
す
る
。

序章 本書の視点
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日
本
の
歴
史
の
特
色
の
一
つ
に
、
い
か
に
天
皇
家
の
権
力
が
弱
体
化
し
た
と
し
て
も
、
天
皇
の
存
在
を
根
本
か
ら
否
定
す
る
勢
力

え
き
せ
い
か
く
め
い

が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
当
初
か
ら
日
本
は
中
国
的
な
易
姓
革
命
思
想
を
継
受
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
世
界
史
的
に
見

て
も
こ
れ
は
異
例
な
こ
と
で
あ
る
。
君
主
が
正
当
性
を
持
つ
た
め
に
は
、
自
ら
そ
の
理
論
付
け
を
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
支
え
る

臣
下
か
ら
の
承
認
を
必
要
と
す
る
。
本
書
は
、
古
代
に
お
け
る
天
皇
の
「
正
当
性
」
の
問
題
、
人
々
は
天
皇
と
い
う
存
在
の
ど
こ
に

価
値
を
認
め
て
、
王
（
天
皇
）
と
し
て
服
属
し
た
の
か
と
い
う
最
終
的
な
問
題
解
明
の
起
点
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
本
書
で
使
用
す
る
史
料
の
出
典
は
、
各
章
の
註
で
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
巻
末
に
一
括
し
て
掲
示
す
る
。

（
1
）
大
宝
儀
制
令
の
天
子
条
は
『
令
集
解
』
古
記
な
ど
か
ら
復
元
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
太
上
天
皇
」
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し

本
書
で
は
、
大
宝
令
段
階
か
ら
天
子
条
に
「
太
上
天
皇
」
は
存
在
し
て
い
た
と
す
る
。

ち
ん
ち
ょ
う

（
2
）
東
ア
ジ
ア
世
界
で
は
、
時
代
が
降
る
と
十
二
世
紀
南
宋
の
高
宗
の
よ
う
に
、
皇
帝
が
自
発
的
に
退
位
し
た
事
例
や
、
十
三
世
紀
の
陳
朝

だ
い
え
つ
こ
く

大
越
国
（
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
）
の
よ
う
に
皇
帝
が
退
位
す
る
こ
と
を
制
度
化
し
た
事
例
が
あ
る
（
桃
木
至
朗
「「
ベ
ト
ナ
ム
史
」
の
確
立
」

『
岩
波
講
座
東
南
ア
ジ
ア
史
2

東
南
ア
ジ
ア
古
代
国
家
の
成
立
と
展
開
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
所
収
参
照
）。
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
で

君
主
が
退
位
す
る
こ
と
を
恒
常
化
し
た
の
は
日
本
だ
け
で
あ
る
が
、
時
代
が
降
る
と
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
中
に
は
同
様
の
体
制
を
と
る
国
家

が
見
ら
れ
る
。

（
3
）
春
名
宏
昭
氏
は
「
太
上
天
皇
制
の
成
立
」
で
岸
氏
の
説
に
批
判
を
加
え
、
太
上
天
皇
が
制
度
的
に
有
す
る
権
能
と
、
個
々
の
事
例
で
異
な

る
権
力
の
違
い
を
指
摘
し
た
。
こ
の
視
点
は
受
け
継
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
太
上
天
皇
の
行
動
を
す
べ
て
太
上
天

皇
が
有
す
る
権
能
に
因
る
も
の
と
し
て
説
明
せ
ず
、
一
般
例
と
し
て
説
明
で
き
る
こ
と
と
、
特
殊
例
と
す
べ
き
こ
と
と
を
峻
別
し
て
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
吉
村
茂
樹
『
日
本
歴
史
新
書

院
政
』（
至
文
堂
、
一
九
六
六
年
）
な
ど
。

（
5
）
一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
研
究
史
は
、
筧
敏
生
氏
も
「
古
代
太
上
天
皇
研
究
の
現
状
と
課
題
」（『
古
代
王
権
と
律
令
国
家
』
校
倉
書
房
、
二

〇
〇
二
年
所
収
。
初
出
一
九
九
二
年
）
に
ま
と
め
て
い
る
。
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（
6
）
早
川
庄
八
「
律
令
国
家
・
王
朝
国
家
に
お
け
る
天
皇
」（『
日
本
の
社
会
史
第
3
巻

権
威
と
支
配
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
所
収
）
に

依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
7
）
目
崎
徳
衛
「
政
治
史
上
の
嵯
峨
上
皇
」（『
貴
族
社
会
と
古
典
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
。
初
出
一
九
六
九
年
）
な
ど
。

（
8
）
吉
村
前
掲
註（
4
）『
院
政
』
の
よ
う
に
、
院
政
の
前
提
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

（
9
）
西
野
悠
紀
子
「
九
世
紀
の
天
皇
と
母
后
」（『
古
代
史
研
究
』
一
六
、
一
九
九
九
年
）、
末
松
剛
「
即
位
式
に
お
け
る
摂
関
と
母
后
の
登
壇
」

（『
日
本
史
研
究
』
四
四
七
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
10
）
九
世
紀
以
降
は
、
皇
位
継
承
は
か
な
り
直
系
継
承
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
太
上
天
皇
と
天
皇
が
父
子
関
係
で
あ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

序章 本書の視点
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あ
と
が
き

本
書
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
に
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
提
出
し
、
同
年
七
月
十
三
日
付
で
学
位
を
授
与
さ
れ

た
博
士
論
文
「
古
代
日
本
に
お
け
る
太
上
天
皇
と
皇
位
継
承
」
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
後
に
公
表
し
た
論
文
も
含
め
て
補

訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
発
表
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
表
記
や
語
句
の
修
正
、
全
体
の
統
一
を
行
っ
た
箇
所
は
あ
る
も
の

の
、
註
記
し
た
も
の
を
除
い
て
、
論
旨
の
変
更
は
な
い
。
な
お
本
書
の
出
版
に
当
た
っ
て
は
、
二
〇
一
六
年
度
花
園
大
学

出
版
助
成
を
受
け
て
い
る
。

博
士
論
文
は
、
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
の
今
泉
隆
雄
教
授
（
主
査
）、
大
藤
修
教
授
（
副
査
）、
川
合
安
教
授
（
副

査
）、
柳
原
敏
昭
助
教
授
（
副
査
）、
安
達
宏
昭
助
教
授
（
副
査
）（
職
階
は
い
ず
れ
も
当
時
）
に
審
査
を
し
て
い
た
だ
い
た
。

口
述
試
問
の
場
で
は
、
各
先
生
か
ら
多
く
の
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

歴
史
を
学
ぶ
こ
と
の
前
の
段
階
と
し
て
、「
昔
の
こ
と
」
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
小
学
校
前
後
の
こ
ろ
か
ら
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
か
。
当
時
同
居
し
て
い
た
母
方
の
祖
父
母
（
船
場
徳
男
・
キ
ツ
ヱ
）
か
ら
、
昔
の
話
（
祖
父
母
の
実
体
験
）
を
聞
く

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
そ
ん
な
小
学
校
一
年
生
の
孫
を
、
祖
父
は
夏
休
み
に
青
森
県
立
郷
土
館
や
、
今
は
無
き
歴
史

民
俗
博
物
館
の
稽
古
館
へ
と
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
。
県
立
郷
土
館
や
稽
古
館
の
展
示
を
見
て
回
る
の
を
面
白
が
っ
た
辺
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り
、
歴
史
に
関
心
を
持
つ
兆
し
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
頃
か
ら
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
も
特
に
「
古
い
時

代
」
に
興
味
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
小
学
校
五
年
生
（
一
九
八
三
年
）
の
夏
休
み
に
は
両
親
と
京
都
を
、
中
学
校
二
年
生
（
一

九
八
六
年
）
の
夏
休
み
に
は
父
と
奈
良
を
訪
れ
た
。
私
自
身
は
嬉
し
く
て
、
平
城
宮
跡
な
ど
を
走
り
回
っ
て
い
た
だ
け
で

あ
る
が
、
今
に
な
っ
て
思
う
と
、
ま
だ
若
か
っ
た
両
親
に
と
っ
て
は
仕
事
の
合
間
の
、
し
か
も
今
ほ
ど
旅
行
の
手
配
が
容

易
で
は
な
か
っ
た
時
代
の
引
率
に
は
、
大
変
な
苦
労
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
中
学
校
か
ら
高
等
学
校
の
時
期
に
は
、
も
う
大
学
は
史
学
科
に
進
み
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま

た
高
校
二
年
生
か
ら
三
年
生
の
こ
ろ
、
一
九
八
九
年
か
ら
九
〇
年
に
か
け
て
、
昭
和
天
皇
か
ら
今
の
天
皇
へ
の
代
替
わ
り

の
過
程
や
、
東
ド
イ
ツ
・
東
欧
諸
国
で
社
会
主
義
体
制
が
崩
壊
し
て
い
く
の
を
目
の
当
た
り
に
見
た
こ
と
は
、
君
主
制
や

国
家
の
支
配
機
構
と
い
う
も
の
に
関
心
を
持
つ
動
機
と
な
り
、
そ
の
後
研
究
課
題
を
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
際
、
少
な
か

ら
ず
影
響
が
あ
っ
た
と
思
う
。

大
学
は
慶
應
義
塾
大
学
に
進
み
、
文
学
部
史
学
科
日
本
史
学
専
攻
で
は
三
宅
和
朗
先
生
な
ど
諸
先
生
方
の
教
え
を
受
け

た
。
ま
た
多
く
の
友
人
や
先
輩
に
恵
ま
れ
（
一
人
だ
け
、
名
前
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
三
宅
先
生
の
も
と
で
古
代
史
を
専

攻
す
る
こ
と
に
な
っ
た
村
上
史
郎
さ
ん
）、
右
も
左
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
地
方
か
ら
東
京
の
大
学
に
進
ん
だ
身
に
は
、
毎
日
が

刺
激
的
な
日
々
で
あ
っ
た
。

三
宅
先
生
か
ら
は
古
代
史
研
究
の
初
歩
を
学
び
、
史
料
の
読
み
方
の
基
礎
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
学
部
三
年
生
の
三

宅
先
生
の
史
料
講
読
で
担
当
し
た
『
続
日
本
後
紀
』
の
記
事
中
に
、「
先
太
上
天
皇
（
嵯
峨
太
上
天
皇
）」
が
出
て
き
た
の

が
、
卒
業
論
文
で
太
上
天
皇
を
取
り
上
げ
る
契
機
と
な
り
、
今
に
到
っ
て
い
る
。
三
宅
先
生
は
二
〇
一
六
年
三
月
に
つ
つ

が
な
く
定
年
を
迎
え
ら
れ
た
。
先
生
の
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

学
部
卒
業
後
は
、
東
北
大
学
大
学
院
に
拾
っ
て
い
た
だ
い
て
、
進
学
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
東
北
大
学
の
日
本
史
研
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究
室
は
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
も
と
で
研
究
に
専
念
で
き
る
環
境
で
あ
り
、
修
士
課
程
・
博
士
課
程
、
そ
し
て
研
究
室

の
助
手
・
助
教
と
通
算
九
年
間
の
日
々
を
こ
こ
で
過
ご
し
た
。
日
本
史
研
究
室
で
も
、
多
く
の
先
輩
や
同
期
の
み
な
さ
ん

の
お
世
話
に
な
っ
た
が
、
お
名
前
を
挙
げ
始
め
る
と
切
り
が
無
い
の
で
、
一
人
だ
け
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
同
郷
の
先
輩
で

も
あ
り
、
ま
た
本
書
出
版
の
仲
介
の
労
を
執
っ
て
い
た
だ
い
た
鹿
内
浩
胤
氏
に
は
、
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
鹿
内
さ
ん

と
は
、
古
代
史
研
究
の
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
趣
味
（
特
に
ド
イ
ツ
の
指
揮
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ル
ト

ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
音
楽
）
な
ど
で
も
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
。

東
北
大
学
で
は
特
に
、
今
泉
隆
雄
先
生
か
ら
教
え
を
受
け
た
。
先
生
の
史
料
講
読
や
演
習
の
指
導
は
非
常
に
厳
密
な
も

の
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
一
字
一
句
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。『
類
聚
三
代
格
』
の
演
習
で
は
、
報

告
中
に
先
生
か
ら
の
鋭
い
指
摘
に
絶
句
し
て
し
ま
い
、
先
生
が
無
言
の
ま
ま
私
の
返
答
を
待
ち
続
け
る
、
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
た
（
演
習
の
時
間
中
、
先
生
か
ら
の
指
摘
に
長
い
間
絶
句
し
て
い
た
の
は
、
続
く
後
輩
諸
氏
が
優
秀
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
私
が

最
後
で
あ
っ
た
か
と
思
う
）。

そ
の
一
方
で
先
生
は
、
授
業
の
場
を
離
れ
る
と
暖
か
い
先
生
で
あ
り
、
日
本
史
研
究
室
に
あ
る
古
文
書
室
と
い
う
名
の

談
話
室
な
ど
で
、
よ
く
私
た
ち
と
「
雑
談
」
に
興
じ
て
く
れ
た
。
ま
た
先
生
と
は
、
宮
城
県
周
辺
の
城
柵
遺
跡
を
歩
い
た

り
、
春
に
は
「
お
花
見
」
や
多
賀
城
散
策
も
共
に
し
た
。
先
生
は
、
私
た
ち
の
こ
と
を
よ
く
注
意
深
く
、
気
に
か
け
て
く

れ
て
い
て
、
例
え
ば
私
が
仕
事
を
辞
め
て
博
士
後
期
課
程
に
入
り
た
い
、
な
ど
と
い
う
無
謀
な
相
談
を
し
た
時
も
、
暖
か

く
受
け
止
め
て
く
れ
た
（「
先
生
と
の
面
談
」『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
第
五
六
号
、
二
〇
一
五
年
参
照
）。
先
生
と
は
学
生
と
し
て

だ
け
で
は
な
く
、
日
本
史
研
究
室
の
助
手
・
助
教
と
し
て
、
さ
ら
に
先
生
が
室
長
で
あ
っ
た
東
北
大
学
百
年
史
編
纂
室
員

と
し
て
も
接
す
る
機
会
が
あ
り
、
教
育
者
と
し
て
の
あ
り
方
だ
け
で
は
な
く
、
仕
事
に
向
き
合
う
姿
勢
に
も
学
ぶ
こ
と
が

多
か
っ
た
。
し
か
し
今
泉
先
生
は
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
三
十
一
日
に
、
こ
の
世
を
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
日
近
畿

あ と が き
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大
学
の
鈴
木
拓
也
さ
ん
か
ら
、
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
の
知
ら
せ
を
受
け
て
、
呆
然
と
な
っ
た
瞬
間
の
こ
と
は
忘
れ
ら

れ
な
い
。
先
生
の
生
前
に
本
書
を
お
見
せ
す
る
こ
と
が
叶
わ
ず
、
我
が
身
の
不
明
と
怠
惰
を
悔
や
む
の
み
で
あ
る
。

現
在
は
、
二
〇
〇
九
年
以
来
京
都
の
花
園
大
学
に
奉
職
し
な
が
ら
、
関
西
の
續
日
本
紀
研
究
会
や
日
本
史
研
究
会
に
も

関
わ
っ
て
い
る
。
長
く
東
日
本
側
で
暮
ら
し
て
き
た
身
に
は
、
関
西
の
研
究
者
の
み
な
さ
ん
の
活
発
な
議
論
は
新
鮮
な
も

の
が
あ
り
、
新
た
な
経
験
で
あ
る
。
ま
た
古
代
史
研
究
に
携
わ
る
身
に
と
っ
て
、
日
々
京
都
や
奈
良
の
地
を
体
感
し
な
が

ら
思
考
す
る
こ
と
は
、
得
が
た
い
体
験
と
な
っ
て
い
る
。

本
書
の
出
版
に
当
た
っ
て
は
、
思
文
閣
出
版
の
田
中
峰
人
氏
・
井
上
理
恵
子
氏
に
、
当
初
の
原
稿
に
丁
寧
に
目
を
通
し

て
い
た
だ
き
、
様
々
な
助
言
を
い
た
だ
く
な
ど
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
校
正
作
業
の
遅
れ
や
、
本
の
構
成
内
容
を

め
ぐ
っ
て
は
、
何
か
と
ご
迷
惑
を
か
け
た
か
と
思
う
。
こ
こ
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

最
後
に
、
今
も
北
の
地
に
あ
っ
て
、
い
つ
も
私
を
暖
か
く
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
父
喜
代
治
・
母
純
子
に
、
感
謝
の
言

葉
と
と
も
に
本
書
を
捧
げ
た
い
。

二
〇
一
七
年
一
月
三
十
日

中
野
渡

俊
治
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